
                                                        令和５年 4月 ５ 日  

 保護者の皆様へ 

春日井市教育委員会 

 

                                                         

令和 5年 4月からの教育活動について(お知らせ) 

 

日頃より、本市の小中学校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

さて、文科省より令和５年４月からの「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管

理マニュアル」が示されました。本市においても、４月からの教育活動について、次のように見直し

をし、感染症対策を継続しつつ、お子様の学びの保障、心身への影響の観点から、できうる限りの

教育活動を進めていきたいと思います。引き続き、保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願

いいたします。 

※ 新型コロナウイルス感染症の分類が、5 月 8 日に見直される予定ですので、教育活動につ

いても見直す予定です。 

   

１ 学校における新型コロナウイルス感染症対策の考え方 

「３つの密（密閉・密集・密接）」を避ける、「人と人との距離の確保」、「手洗いなど

の手指衛生」、「換気」など基本的な感染対策を継続し、学習内容や活動内容を工夫しな

がら、子どもの健やかな学びを保障していきます。 

 

２ 基本的な感染症対策 

(1) マスクの着用について 

  マスクの着用を求めないことを基本とし、着脱については個人の主体的な選択を尊重して、 

個人の判断に委ねます。 

※  感染の仕組みを理解させ、状況に応じて適切に判断ができるよう指導します。 

※  マスクの着脱に関わり、不要な差別やいじめが起こらないよう指導します。 

 

(2) 登校について（学校にウイルスを持ち込まない） 

①   「健康観察カード」等を活用して、お子様の健康状態（検温など）の確認をお願いします。 

※ 学校へ提出する必要はありません。 

②   お子様に「風邪の症状がある」（発熱や倦怠感、のどの違和感など）場合は登校を控え

させてください。 

※ 同居の家族に「風邪症状」がある場合でも、お子様に症状がなければ登校してもかま

いません。ご心配な場合は学校へご相談ください。  

③  お子様が濃厚接触者に特定された場合や風邪の症状等によりＰＣＲ検査等を受ける場

合は、お子様の登校を控えさせてください。                              

④  お子様や同居のご家族に基礎疾患があるため、登校させることに不安がある場合は、学

校にご相談ください。 

※  ②～④の場合、欠席する場合は「出席しなくてもよい日」とします。ただし、特別な事情

のない不安による欠席は、引き続き「欠席」として扱います。 

※  ご家庭で心配なことがある場合は、学校に相談してください。 

 

  



(3) 校内での基本的な感染症対策（接触感染、飛沫感染を防ぐ） 

①  登校時、給食の前後、外から教室に入るとき、トイレの後、掃除の前後、共有物を触る前

後などでのこまめな手洗いを徹底します。 

②  ３つの密(密閉・密集・密接)をできる限り排除します。 

③  咳やくしゃみをする場合に口や鼻をハンカチ等で覆うなど、咳エチケットを徹底します。 

④ 日々の清掃により清潔な環境を保ちます。 

 

(4) 抵抗力を高めること 

ウイルス感染防止には、健康的な生活により、免疫力を高めることが重要です。お子様の免疫

力を高めるため、「十分な睡眠」「適度な運動」「バランスの取れた食事」に心がけください。 

 

３ 教育活動について 

(1) 授業について 

①  授業等における具体的な活動場面や場所の状況等を踏まえた上で、児童生徒等の間

隔を可能な限り確保するよう配慮します。 

②  ペア活動、グループ活動を行う場合は、換気を十分に行い、人数や配置を工夫したり声

の大きさや発声の仕方などに留意したりして行います。 

 

(2) 学校給食について 

①  給食前後の手洗いを徹底します。 

②  給食用のふきん、箸を必ず持たせてください。 

③  座席は向かい合わせにならないよう工夫して配置し、食事中は大声での会話を控えるよ

うにします。 

 

(3) 学校行事について 

    〇  感染状況を鑑みた適切な感染症対策を講じながら、それぞれの学校で計画・実施します。 

 

(4) 部活動について 

①  活動の事前と事後に健康観察、手洗いを行います。 

②  活動時は、換気を十分に行い、人数や配置を工夫したり声の大きさや発声の仕方などに

留意したりして行います。 

③  対外的な試合や合同練習については、体力的な面を考慮し、感染防止対策を十分にし

た上で、実施します。また、大会や発表会・コンクールへの参加については、主催団体の感

染防止対策を検討した上で参加します。 

 

４ その他 

○  学校では、新型コロナウイルス感染症に関連したストレス、いじめ、偏見等に関して指導をし

ています。ご家庭でも話題にしていただくなど、「偏見」や「差別」が生じないようお話しくださ

い。 

○  ご家庭においても、引き続き３密（密閉・密集・密接）の回避、こまめな換気、手洗いなどの

感染症対策の徹底とともに、十分な健康管理、特に毎朝の健康チェック（検温等）のご協力を

お願いします。 


